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事件の概要 行政処分 備考

1 H31.2.9 二州

福井市
坂井市
越前市
敦賀市

144 5
2/9に

調製した弁当
ノロウイルス

飲食店営業
（仕出し弁当）

平成３１年２月１２日（火）午前１１時５０分頃、県民から二州健康福祉センターに「敦賀市内の
飲食店で調製した弁当を食べた者が下痢、嘔吐等の症状を呈している。」との通報があった。
調査した結果、２月９日（土）に当該施設が調製した弁当を喫食した１５グループ１４２名のう
ち、６グループ３１名が下痢、嘔吐等の症状を呈していた。
患者の症状および潜伏期間が類似していること、患者の共通する行動は、当該施設が調製し
た弁当の喫食のみであること、患者の便からノロウイルスが検出されたこと、医師から食中毒患
者発生届出があったことから、本件を当該施設が調製した弁当を原因とする食中毒と断定し
た。

2/14～2/16
営業停止処分

探知
2/12

2 H31.2.27 坂井 あわら市 1 1
2/26に

調理販売したしめ鯖
アニサキス

飲食店営業
（仕出し弁当）
【魚介類販売業】

平成３１年２月２８日（木）午前１１時頃、医療機関から坂井健康福祉センターに「魚介類を喫食
した患者が受診し、その患者をアニサキス症と診断した。」との通報があった。
　調査した結果、患者は２月２６日（火）に当該施設が販売したしめ鯖を喫食した１名であった。
医療機関において患者からアニサキス虫体が摘出されたこと、患者の症状および潜伏期間が
胃アニサキス症と類似していたこと、患者が上記潜伏期間内に喫食した魚介類のうち、加熱や
冷凍等のアニサキス対策がされていない魚介類は、当該施設が調理販売したしめ鯖のみで
あったこと、当該施設ではアニサキスが寄生していた魚介類を加熱や冷凍等の措置を講ずるこ
となく調理販売していたこと、医師から食中毒患者発生届出があったことから、本件を当該施設
が調理販売したしめ鯖を原因とする食中毒と断定した。

3/1
営業停止処分

探知
2/28

3 H31.3.3 坂井

福井市
あわら市
坂井市
永平寺町

149 26
3/2の昼食および夕食に
調理提供した食事

ノロウイルス
飲食店営業
（旅館）

平成３１年３月４日（月）午前９時４０分頃、利用者から福井健康福祉センターに「坂井市内の
宿泊施設を利用したところ、下痢、嘔吐等の症状を呈した。」との通報があった。
調査した結果、３月２日（土）に当該施設を利用した４グループ１４６名のうち、７８名が下痢、嘔
吐等の症状を呈していた。
患者の症状および潜伏期間が類似していること、有症者間での感染症を疑う事象は確認され
ず、有症者の共通する行動は、当該施設が調理提供した食事の喫食のみであること、有症者お
よび調理従事者の便からノロウイルスが検出されたこと、医師から食中毒患者発生届出があっ
たことから、坂井健康福祉センターは本件を当該施設が調理提供した食事を原因とする食中毒
と断定した。

3/6～3/8
営業停止処分

探知
3/4

4 H31.3.5 坂井
あわら市
坂井市

98 4
3/2～3/6に
製造したパン

ノロウイルス

菓子製造業
【飲食店営業】
（仕出し弁当）

【アイスクリーム類
製造業】

平成３１年３月６日（水）午前８時３０分頃、医療機関から坂井健康福祉センターに「坂井市内
の食品営業施設が製造したパンを喫食した者が食中毒様症状を呈し受診した。」との通報が
あった。
調査した結果、３月２日（土）から３月５日（火）に当該施設が製造したパンを喫食した４６名が
下痢、嘔吐等の症状を呈していた。
患者の症状および潜伏期間が類似していること、有症者は互いに関係性がなく、共通する行
動は当該施設が製造したパンの喫食のみであること、有症者および調理従事者からノロウイル
スが検出されたこと、医師から食中毒患者発生届出があったことから、本件を当該施設が製造
したパンを原因とする食中毒と断定した。

3/8～3/10
営業停止処分

探知
3/6

5 R1.7.21 若狭 小浜市 22 4
7/20に

調理提供した食事
カンピロバクター

飲食店営業
（社交飲食）

令和元年７月２９日（月）午前９時４０分頃、医療機関から若狭健康福祉センターに「小浜市内
の飲食店を利用した者が受診し、食中毒様の症状を呈している。」との通報があった。
調査した結果、７月２０日（土）に当該施設を利用した１グループ２２名のうち、１０名が下痢、発
熱等の症状を呈していた。
患者の症状および潜伏期間が類似していること、患者の共通食は、原因施設で調理提供され
た食事のみであること、医師から食中毒患者発生届出があったことから、本件を当該施設が調
理提供した食事を原因とする食中毒と断定した。

8/1～8/3
営業停止処分

探知
7/29

6 R1.10.27 丹南 越前市 3 3 キノコの炒め物
植物性自然毒
（ツキヨタケ）

家庭

令和元年１０月２７日（日）午後４時１０分頃、南越消防組合から医薬食品・衛生課に「越前市
内の家族３名がキノコを喫食し、食中毒様の症状を呈している。」との通報があった。
調査した結果、１０月２７日（日）に越前市内の山中で採取したキノコを自宅に持ち帰り、同日
の昼食に炒め物に調理して家族３名で喫食していた。
喫食した３名が嘔吐等の症状を呈しており、その発症状況がツキヨタケによる食中毒症状と一
致していること、残品のキノコがツキヨタケと同定されたこと、医師から食中毒患者発生届出が
あったことから、丹南健康福祉センターは本件をツキヨタケを原因とする食中毒と断定した。

―
探知
10/27

7 R1.11.13 奥越 勝山市 4 3 キノコ入りグラタン
植物性自然毒
（ツキヨタケ）

家庭

令和元年１１月１４日（木）午前９時１５分頃、医療機関から奥越健康福祉センターに「勝山市
内の家族３名がキノコを喫食し、食中毒様の症状を呈している。」との通報があった。
調査した結果、１１月１３日（水）に大野市内の山中で親族が採取したキノコを譲り受け、同日
の夕食にグラタンに調理して家族４名で喫食していた。
喫食した４名のうち、３名が嘔吐等の症状を呈しており、その発症状況がツキヨタケによる食中
毒症状と一致していること、残品のキノコがツキヨタケと同定されたこと、医師から食中毒患者発
生届出があったことから、奥越健康福祉センターは本件をツキヨタケを原因とする食中毒と断定
した。

―
探知
11/14

8 R1.11.23 奥越
福井市
勝山市

65 10
11/22および11/23に
調理した寿司

ノロウイルス
飲食店営業
（仕出し弁当）

令和元年１１月２４日（日）午後５時１０分頃、医療機関から福井市保健所に「食中毒様症状の
患者１名を診察した。また、その親族も同様の症状を呈しているらしい。」との通報があった。福
井市保健所の聞き取り調査により、勝山市内の飲食店を利用していることが判明したため、管
轄する奥越健康福祉センターが調査を実施した。
調査した結果、１１月２２日（金）および２３日（土）に原因施設が調理した寿司を喫食した７グ
ループ３１名が下痢、嘔吐等の症状を呈していた。
患者の症状および潜伏期間が類似していること、各有症者グループは互いに関係性がなく、
共通する食事は原因施設が調理した寿司であること、有症者および調理従事者からノロウイル
スが検出されたこと、医師から食中毒患者発生届出があったことから、奥越健康福祉センター
は本件を原因施設が調理した寿司による食中毒と断定した。

11/28～11/29
営業停止処分

探知
11/24

合　計 486 56


